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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに隣接する第１遊技部品と第２遊技部品とが遊技盤の前面に当接して前側から着脱
自在に装着された弾球遊技機において、
　前記遊技盤は前記第１遊技部品に対応する第１装着孔と前記第２遊技部品に対応する第
２装着孔とを互いに連通状に備え、
　前記第２遊技部品は前記第１装着孔と前記第２装着孔との連通部内で前記第１遊技部品
の裏面側に突出する被押圧部を備え、
　前記第２遊技部品は、前記被押圧部が前記第１遊技部品によって前側から押さえられる
ことにより前記遊技盤に保持されている
　ことを特徴とする弾球遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、互いに隣接する第１遊技部品と第２遊技部品とが遊技盤に対して前側から着
脱自在に装着されたパチンコ機等の弾球遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ機等の弾球遊技機では、遊技盤の前面側に多数の遊技釘が配置されると共に、
その遊技盤上に遊技釘の配置位置を避けて形成された複数の装着孔に、入賞手段、画像表
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示手段、ランプ手段等の遊技部品が装着され、ねじ止め等により着脱自在に固定されてい
る。
【０００３】
　ところで、例えば遊技領域の内周に沿って配置されるサイドランプ手段を備えた弾球遊
技機の中には、遊技釘の配置領域を大きく侵食することは避けつつ、発光領域を遊技釘の
配置領域の一部に食い込ませるべく、そのサイドランプ手段の外周側から遊技領域の内側
に向けて細長状の内ランプ手段を配置したものが知られている（特許文献１参照）。
【０００４】
　この特許文献１に記載された弾球遊技機では、サイドランプ手段と内ランプ手段とを一
つの遊技部品として形成して遊技盤に一体的に装着し、又はサイドランプ手段と内ランプ
手段とを互いに独立した二つの遊技部品として形成して遊技盤に個別にねじ止め固定して
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－２８３２４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１に記載された弾球遊技機のサイドランプ手段と内ランプ手段のように、互い
に隣接して配置される複数の遊技部品がある場合、それらを一つの遊技部品として形成し
、遊技盤に一体的に装着することができれば、コスト的にも組立作業効率の面でも最も望
ましい。しかしながら、実際には強度面の問題その他の理由により一体化は困難な場合が
多い。
【０００７】
　また、互いに隣接して配置される複数の遊技部品を夫々独立した遊技部品として形成し
、それらを遊技盤に個別にねじ止め等により装着する場合には、強度面の問題は解決でき
るものの、各遊技部品について夫々複数箇所ねじ止めしなければならず、組立作業の効率
が非常に悪いという問題があった。
【０００８】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、互いに隣
接する複数の遊技部品を、遊技盤に対して効率的に装着することが可能な弾球遊技機を提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、互いに隣接する第１遊技部品と第２遊技部品とが遊技盤の前面に当接して前
側から着脱自在に装着された弾球遊技機において、前記遊技盤は前記第１遊技部品に対応
する第１装着孔と前記第２遊技部品に対応する第２装着孔とを互いに連通状に備え、前記
第２遊技部品は前記第１装着孔と前記第２装着孔との連通部内で前記第１遊技部品の裏面
側に突出する被押圧部を備え、前記第２遊技部品は、前記被押圧部が前記第１遊技部品に
よって前側から押さえられることにより前記遊技盤に保持されているものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、第１遊技部品と第２遊技部品とを夫々単独で遊技盤に固定する場合と
比べて組み立て作業の効率化が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の第１の実施形態を示すパチンコ機の全体斜視図である。
【図２】遊技盤の正面図である。
【図３】下部入賞ユニット及び発光ユニットの正面図である。
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【図４】遊技盤の下部入賞ユニット装着孔及び発光ユニット装着孔の正面図である。
【図５】下部入賞ユニット及び発光ユニットの背面図である。
【図６】下部入賞ユニットの斜視図である。
【図７】発光ユニットの斜視図である。
【図８】発光ユニットの正面図である。
【図９】図８におけるＡ－Ａ端面図である。
【図１０】下部入賞ユニットと発光ユニットの係合部近傍の正面断面図である。
【図１１】本発明の第２の実施形態を示す発光ユニットの正面図である。
【図１２】図１１におけるＢ－Ｂ端面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳述する。図１～図１０は本発明をパチンコ
機に採用した第１の実施形態を例示している。図１において、遊技機本体１は、矩形状の
外枠２と、この外枠２の左右一側、例えば左側のヒンジ３を介して縦軸心廻りに開閉及び
着脱自在に枢着された内枠４とを備えている。
【００１３】
　内枠４には、その上部側に図２に示す遊技盤５等が、下部側に発射手段（図示省略）等
が夫々配置されており、その内枠４の前側には、遊技盤５の前側を覆うガラス扉６と、そ
のガラス扉６の下側で発射手段等の前側を覆う下部開閉扉７とがヒンジ３と同じ側のヒン
ジ８により開閉及び着脱自在に枢着されている。ガラス扉６には、遊技盤５側の遊技領域
５ａに対応するガラス窓９が設けられ、また下部開閉扉７には、発射手段に供給するため
の遊技球を貯留する貯留皿１０、発射手段を作動させるための発射ハンドル１１等が設け
られている。
【００１４】
　遊技盤５の前側には、図２に示すように、発射手段により発射された遊技球を案内する
ガイドレール１２が略環状に配置されており、そのガイドレール１２内の遊技領域５ａに
は、表示ユニット１３、ゲートユニット１４、開閉入賞ユニット１５、大入賞ユニット１
６、下部入賞ユニット（第１遊技部品）１７、発光ユニット（第２遊技部品）１８等の遊
技部品が着脱自在に装着される他、多数の遊技釘が配置されている。
【００１５】
　表示ユニット１３は、遊技領域５ａの略中央に配置され、例えば遊技盤５の裏側に装着
される液晶表示手段２１と、液晶表示手段２１用の表示窓２２を備え且つ遊技盤５に設け
られた表示ユニット装着孔（図示省略）に前側から着脱自在に装着される表示枠体２３と
を備えている。表示枠体２３には、表示窓２２の下側にステージ２３ａが左右方向に配置
されており、例えば表示枠体２３の左側に設けられた入球口２３ｂに入球した遊技球を自
由に転動させた後、前側に落下させるようになっている。なお、液晶表示手段２１には、
例えば普通図柄、特別図柄等の図柄変動の他、各種演出画像が表示される。
【００１６】
　ゲートユニット１４は、普通図柄の始動手段を構成するもので、例えば表示ユニット１
３の左側に配置されており、遊技球が通過可能な通過ゲート２４と、この通過ゲート２４
を通過する遊技球を検出する通過検出スイッチ２５とを備えている。このゲートユニット
１４は、遊技盤５に設けられたゲートユニット装着孔（図示省略）に対して前側から着脱
自在に装着され、ねじ止め等により遊技盤５の前面側に固定されている。
【００１７】
　開閉入賞ユニット１５は、特別図柄の始動手段を構成するもので、例えば表示ユニット
１３の下側に配置されており、遊技球が入賞可能な上部入賞口２６及び下部入賞口２７と
、前後軸廻りに揺動可能に設けられ且つ下部入賞口２７を開閉する左右一対の開閉爪２８
と、入賞口２６，２７に入賞した遊技球を検出する入賞検出スイッチ２９，３０とを備え
ている。この開閉入賞ユニット１５は、遊技盤５に設けられた開閉入賞ユニット装着孔　
（図示省略）に対して前側から着脱自在に装着され、ねじ止め等により遊技盤５の前面側
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に固定されている。
【００１８】
　大入賞ユニット１６は、特別図柄が大当たりとなった場合に開放するアタッカーを構成
するもので、例えば開閉入賞ユニット１５の下側に配置されており、遊技球が入賞可能な
大入賞口３１と、下部側の横軸廻りに揺動可能に設けられ且つ大入賞口３１を開閉する開
閉板３２と、大入賞口３１に入賞した遊技球を検出する入賞検出スイッチ３３とを備えて
いる。この大入賞ユニット１６は、遊技盤５に設けられた大入賞ユニット装着孔（図示省
略）に対して前側から着脱自在に装着され、ねじ止め等により遊技盤５の前面側に固定さ
れている。
【００１９】
　下部入賞ユニット１７は、普通入賞手段としての機能とサイドランプとしての機能とを
併せ持つもので、例えば大入賞ユニット１６の左側でガイドレール１２の内側に沿って配
置されており、遊技盤５に設けられた下部入賞ユニット装着孔（第１装着孔）３４（図４
）に対して前側から着脱自在に装着され、ねじ止めにより遊技盤５の前面側に固定されて
いる。
【００２０】
　下部入賞ユニット１７は、図３～図６等に示すように、前ケース体４１と、この前ケー
ス体４１の前側に装着される入賞口部材４２及び前飾り部材４３と、前ケース体４１の後
側に装着される裏蓋部材４４と、前ケース体４１と裏蓋部材４４との間に配置され且つそ
の前面側に複数のＬＥＤが装着されたＬＥＤ基板４５とを備えている。
【００２１】
　前ケース体４１は、下部入賞ユニット装着孔３４を前側から塞ぐように遊技盤５の前面
側に沿って配置される前面当接板４６と、下部入賞ユニット装着孔３４の内周面に沿って
前面当接板４６の背面側に後ろ向き突出状に設けられる嵌合壁４７とを一体に備え、嵌合
壁４７を下部入賞ユニット装着孔３４に前側から嵌合させ、前面当接板４６を遊技盤５の
前面側に当接させた状態で、固定ねじにより遊技盤５の前面側に固定されている。
【００２２】
　前面当接板４６は、その外周部が、嵌合壁４７よりも外側に張り出す鍔部４８となって
おり、この鍔部４８が下部入賞ユニット装着孔３４の外側で遊技盤５の前面側に当接する
ようになっている。なお、この鍔部４８には、固定ねじ挿通用のねじ挿通孔４９と、遊技
盤５側の位置決め穴５０に対応する後ろ向き突出状の位置決め突起５１とが夫々複数設け
られており、下部入賞ユニット１７は、位置決め突起５１を位置決め穴５０に嵌合させて
遊技盤５の所定位置に位置決めした状態で、固定ねじをねじ挿通孔４９から遊技盤５にね
じ込むことにより固定されている。
【００２３】
　また、前面当接板４６は、少なくともその一部、例えば嵌合壁４７よりも内側の部分が
、後側のＬＥＤ基板４５からの光を受けて乱反射させる発光レンズ部５２となっている。
更に、前面当接板４６には、図６に示すように、遊技領域５ａの内側に対応する内縁側に
沿って複数、例えば四つの入球孔５３が略等間隔で配置されている。入球孔５３は、遊技
球略一個分の大きさで前後方向貫通状に形成されている。更に、前面当接板４６の前面側
には、その上端部近傍に、遊技球を遊技領域５ａの内側に向けて案内する傾斜案内板５４
が、ガイドレール１２に沿う外縁側から内縁側に向けて傾斜状に配置されている。
【００２４】
　嵌合壁４７は、下部入賞ユニット装着孔３４の内周面の略全周に対応して設けられてお
り、その内側に、入球孔５３を通過した遊技球を後ろ向きに案内する後方案内通路５５が
、各入球孔５３の後側に対応して設けられている。また、嵌合壁４７の後端側にはＬＥＤ
基板４５が配置されており、嵌合壁４７の内側はＬＥＤ基板４５から発せられた光を発光
レンズ部５２側に導く導光空間となっている。
【００２５】
　入賞口部材４２は、上向き開口状の普通入賞口６１を構成するもので、各入球孔５３の
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前側に対応して前面当接板４６に着脱自在に固定されており、普通入賞口６１に入球した
遊技球を後ろ向きに案内して入球孔５３内に流入させるようになっている。
【００２６】
　なお、前面当接板４６の鍔部４８は、その内縁側が、入賞口部材４２の上部側に対応し
て左右方向略水平に形成される横縁部４８ａと、その横縁部４８ａの一端側から入賞口部
材４２の側部に沿って上下方向に形成される縦縁部４８ｂと、この縦縁部４８ｂの下端側
と、隣接する入賞口部材４２側の横縁部４８ａとを例えば斜めに連結する傾斜縁部４８ｃ
とが複数組連結された階段状となっている。
【００２７】
　前飾り部材４３は、前面当接板４６の少なくともガイドレール１２側の部分を前側から
覆うもので、例えば傾斜案内板５４の下側でガイドレール１２の内面側に沿って配置され
る底壁部６２と、この底壁部６２の前縁側から遊技領域５ａの内側に向けて延設される前
壁部６３とを一体に備え、底壁部６２の後端側を前面当接板４６の外縁側に沿わせた状態
で前面当接板４６に着脱自在に固定されている。
【００２８】
　裏蓋部材４４は、嵌合壁４７の後端側を略塞ぐもので、ＬＥＤ基板４５を後側から保持
するように嵌合壁４７の後端側に着脱自在に固定されている。なお、裏蓋部材４４の背面
側は遊技盤５の背面と略面一となっている。また、裏蓋部材４４には、後方案内通路５５
により後ろ向きに案内されてきた遊技球を遊技盤５の背面側に沿って下向きに案内する落
下案内通路６４と、この落下案内通路６４を通過する遊技球を検出する入賞検出スイッチ
６５とが、後方案内通路５５の後側に対応して設けられている。
【００２９】
　発光ユニット１８は、発光演出を行うためのもので、例えば下部入賞ユニット１７の内
縁側から遊技領域５ａの中央側に向けて細長状に配置されており、遊技盤５に設けられた
発光ユニット装着孔（第２装着孔）７１に対して前側から着脱自在に装着され、その長手
方向両端部のうち、下部入賞ユニット１７側の端部（以下、外端部という）１８ａ側が下
部入賞ユニット１７により遊技盤５に押圧保持され、他端部（以下、内端部という）１８
ｂ側がねじ止めにより遊技盤５の前面側に固定されている。なお、発光ユニット装着孔７
１は、下部入賞ユニット装着孔３４に対して連通部７２において連通している。
【００３０】
　発光ユニット１８は、図３～図５，図７，図８等に示すように、前ケース体７３と、こ
の前ケース体７３の後側に装着される裏蓋部材７４と、前ケース体７３と裏蓋部材７４と
の間に配置され且つその前面側に複数のＬＥＤが装着されたＬＥＤ基板７５とを備えてい
る。
【００３１】
　前ケース体７３は、発光ユニット装着孔７１を前側から塞ぐように遊技盤５の前面側に
沿って配置される前面当接板７６と、この前面当接板７６の背面側に沿って下部入賞ユニ
ット１７側に突出する被押圧部７７と、発光ユニット装着孔７１の内周面に沿って前面当
接板７６の背面側に後ろ向き突出状に設けられる嵌合壁７８とを一体に備え、嵌合壁７８
を発光ユニット装着孔７１に前側から嵌合させ、前面当接板７６を遊技盤５の前面側に当
接させた状態で遊技盤５の前面側に固定されている。
【００３２】
　前面当接板７６は、その外周側が、嵌合壁７８よりも外側に張り出す鍔部７９となって
おり、この鍔部７９が発光ユニット装着孔７１の外側で遊技盤５の前面側に当接するよう
になっている。この鍔部７９には、固定ねじ挿通用のねじ挿通孔８０と、遊技盤５側の位
置決め穴８１に対応する後ろ向き突出状の位置決め突起８２とが設けられている。ねじ挿
通孔８０は、例えば鍔部７９の内端部１８ｂ側に一個設けられており、位置決め突起８２
は、鍔部７９の両端部側に例えば一個ずつ設けられている。
【００３３】
　また、前面当接板７６は、少なくともその一部、例えば嵌合壁７８よりも内側の部分が
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、後側のＬＥＤ基板７５からの光を受けて乱反射させる発光レンズ部８３となっている。
更に、前面当接板７６の前面側には、遊技球を左右方向の一方側に案内する傾斜案内板８
４が前向き突出状に一体形成されている。遊技領域５ａ内における発光ユニット１８の左
右両側には、図８に示すように、多数の遊技釘７０が例えば発光ユニット１８に交差する
方向に略整列状に配置されており、傾斜案内板８４は左右の遊技釘列の間を連結するよう
に配置されている。
【００３４】
　また、前面当接板７６は、その外端部１８ａ側が、下部入賞ユニット１７側の鍔部４８
の外形に沿う形状に形成されている。本実施形態では、発光ユニット１８の外端部１８ａ
側は、下部入賞ユニット１７側の鍔部４８における一つの縦縁部４８ｂと、この縦縁部４
８ｂの下側に連結する傾斜縁部４８ｃとで「く」の字状に形成された押圧部８５に当接又
は近接しており、前面当接板７６の外端部１８ａ側端部はこの押圧部８５の外形に沿って
「く」の字状に形成されている。
【００３５】
　被押圧部７７は、発光ユニット１８の外端部１８ａ側に配置され、例えば図７～図１０
に示すように、発光ユニット装着孔７１と下部入賞ユニット装着孔３４との連通部７２内
で、前面当接板７６の背面側から下部入賞ユニット１７側の鍔部４８（押圧部８５）の背
面側に沿って下部入賞ユニット１７側に向けて略一定幅で突設されている。これにより、
発光ユニット１８は、その内端部１８ｂ側が、固定ねじをねじ挿通孔８０から遊技盤５に
ねじ込むことにより遊技盤５に固定され、外端部１８ａ側が、その被押圧部７７を下部入
賞ユニット１７側の鍔部４８で前側から押さえることにより遊技盤５側に保持される。
【００３６】
　嵌合壁７８は、発光ユニット装着孔７１の内周面のうち、例えば連通部７２側を除く略
全周に対応して設けられており、その内側が、後側のＬＥＤ基板７５から発せられた光を
発光レンズ部８３側に導く導光空間となっている。
【００３７】
　裏蓋部材７４は、嵌合壁７８の後端側を略塞ぐもので、ＬＥＤ基板７５を後側から保持
するように嵌合壁７８の後端側に着脱自在に固定されている。なお、裏蓋部材７４には、
ＬＥＤ基板７５側からのハーネスを引き出すための配線孔８８等が設けられている。
【００３８】
　以上説明した下部入賞ユニット１７及び発光ユニット１８を遊技盤５に装着する際には
、まず発光ユニット１８の後部側を発光ユニット装着孔７１に前側から挿入し、位置決め
突起８２を遊技盤５側の位置決め穴８１に嵌合させつつ前面当接板７６を遊技盤５の前面
側に当接させ、ねじ挿通孔８０を介して遊技盤５に固定ねじをねじ込むことにより、まず
内端部１８ｂ側を遊技盤５側に固定する。このとき、外端部１８ａ側の被押圧部７７は、
発光ユニット装着孔７１と下部入賞ユニット装着孔３４との連通部７２内に存在し、その
前面７７ａは遊技盤５の前面側と略面一の状態にある。
【００３９】
　続いて、下部入賞ユニット１７の後部側を下部入賞ユニット装着孔３４に前側から挿入
し、位置決め突起５１を遊技盤５側の位置決め穴５０に嵌合させつつ前面当接板４６を遊
技盤５の前面側に当接させ、ねじ挿通孔４９を介して遊技盤５に固定ねじをねじ込むこと
により遊技盤５側に固定する。このとき、下部入賞ユニット１７側の鍔部４８のうち、連
通部７２に対応する押圧部８５が発光ユニット１８側の被押圧部７７の前面７７ａに略当
接する。これにより、被押圧部７７の前側への移動が規制され、発光ユニット１８は、そ
の両端側において遊技盤５に固定される。
【００４０】
　以上説明したように、本実施形態のパチンコ機では、下部入賞ユニット１７に隣接して
遊技盤５に装着される発光ユニット１８について、その一端側が固定ねじにより遊技盤５
に固定され、他端側が下部入賞ユニット１７により遊技盤５に押圧保持されているため、
発光ユニット１８と下部入賞ユニット１７とを夫々単独で遊技盤５に固定する場合と比べ
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て組み立て作業の効率化が可能である。
【００４１】
　また、遊技盤５には下部入賞ユニット１７が嵌合する下部入賞ユニット装着孔３４と発
光ユニット１８が嵌合する発光ユニット装着孔７１とが互いに連通状に形成されており、
下部入賞ユニット１７は遊技盤５の前面側に沿って下部入賞ユニット装着孔３４の外側に
張り出す鍔部４８を備え、発光ユニット１８は下部入賞ユニット装着孔３４と発光ユニッ
ト装着孔７１との連通部７２内で鍔部４８の裏面側に沿って突出する被押圧部７７を備え
ているため、被押圧部７７を鍔部４８の裏側に完全に隠すことができ、見映えがよいとい
う利点がある。
【００４２】
　更に、発光ユニット１８の外端部１８ａ側に、遊技盤５側の位置決め穴８１に嵌合する
位置決め突起８２を設けているため、外端部１８ａ側の被押圧部７７を下部入賞ユニット
１７側の鍔部４８で前側から押さえるだけで、発光ユニット１８の外端部１８ａ側を遊技
盤５に対して完全に固定することができる。
【００４３】
　図１１及び図１２は本発明の第２の実施形態を例示し、発光ユニット１８の被押圧部７
７に位置決め穴９１を、下部入賞ユニット１７の鍔部４８に位置決め穴９１に対応する位
置決め突起９２を夫々設けた例を示している。
【００４４】
　また、発光ユニット１８の前面当接板７６には、遊技盤５側の位置決め穴に対応する位
置決め突起８２が、内端部１８ｂ側近傍の一箇所にのみ設けられている。その他について
は第１の実施形態と全く同様の構成を採用できる。
【００４５】
　このような構成とすることで、発光ユニット１８の外端部１８ａ側を下部入賞ユニット
１７に対して位置決めすることができ、下部入賞ユニット１７と発光ユニット１８との相
対位置関係を常に一定にできる利点がある。
【００４６】
　以上、本発明の実施形態について詳述したが、本発明はこれらの実施形態に限定される
ものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。例えば本発明
は、第１遊技部品１７に隣接する第２遊技部品１８が、上記実施形態のように第１遊技部
品１７の外縁側から遊技領域５ａの内側に向けて突出する細長状に形成されているなど、
第１遊技部品１７と一体に形成することが強度その他の面から問題がある場合に採用する
ことが最も望ましいが、もちろんそれ以外の場合でも採用可能である。
【００４７】
　また、第１遊技部品１７と第２遊技部品１８とは、下部入賞ユニット１７と発光ユニッ
ト１８とに限られるものではなく、隣接して配置される二つの遊技部品であれば各種遊技
部品の組み合わせに対応可能である。
【００４８】
　実施形態では、第１遊技部品１７側の鍔部４８を凹凸のない平板状に形成し、被押圧部
７７が第１装着孔３４と第２装着孔７１との連通部７２内で鍔部４８の裏面側に沿って突
出するように形成したが、例えば発光ユニット１８側の鍔部７９の一部を被押圧部７７と
するなど、被押圧部７７を遊技盤５の前面側に沿って配置し、第１遊技部品１７側の鍔部
４８を、その被押圧部７７の前側を覆うように形成してもよい。
【００４９】
　実施形態では、第１遊技部品１７と第２遊技部品１８とが互いに隣接する場合を例示し
たが、例えば第２遊技部品の両側に隣接して夫々第１遊技部品（但し両端側の第１遊技部
品が同じものである必要はない）が配置されているような場合には、第２遊技部品の両端
側が共に各第１遊技部品により遊技盤５に押圧保持されるように構成してもよい。例えば
、第１の実施形態の場合、発光ユニット１８の外端部１８ａ側が下部入賞ユニット１７に
より、内端部１８ｂ側が表示ユニット１３により、夫々遊技盤５側に押圧保持されるよう
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に構成してもよい。この場合、第２遊技部品１８に対して単独の固定手段を用いる必要が
ない。
【００５０】
　また、実施形態では本発明をパチンコ機に適用した例を示したが、アレンジボール機等
の他の弾球遊技機においても同様に実施可能であることは言うまでもない。
【符号の説明】
【００５１】
　５　遊技盤
１７　下部入賞ユニット（第１遊技部品）
１８　発光ユニット（第２遊技部品）
３４　下部入賞ユニット装着孔（第１装着孔）
４８　鍔部
７１　発光ユニット装着孔（第２装着孔）
７２　連通部
７７　被押圧部
８１　位置決め穴
８２　位置決め突起
９１　位置決め穴
９２　位置決め突起

【図１】 【図２】
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